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計
画
で
す
。
近
畿
地
方
整
備
局
が

案
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
内
容
や

経
緯
、
ま
た
、
市
町
、
住
民
、
流

域
委
員
会
の
意
見
が
ど
の
よ
う
に

反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
等
を
説
明

し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。そ

れ
ら
の
説
明
を
受
け
な
い
限

り
、
知
事
と
し
て
意
見
を
出
す
こ

と
は
、
議
会
や
県
民
へ
の
説
明
責

任
を
果
た
す
観
点
か
ら
難
し
い
と

考
え
ま
す
。

答

淀
川
水
系
河
川
整
備
計
画

は
、
本
県
に
と
っ
て
重
要
な

問緊
急
性
等
、
疑
問
点
が
多
い
と
の

発
言
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
流
域

住
民
の
願
い
は
大
戸
川
ダ
ム
を
河

川
整
備
計
画
に
位
置
付
け
、
ダ
ム

事
業
が
完
了
し
、
洪
水
被
害
の
不

安
を
解
消
す
る
こ
と
で
す
。

知
事
は
大
戸
川
ダ
ム
の
効
果
を

認
め
、こ
の
事
業
を
促
進
す
る
立
場

を
表
明
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
伺
い
ま

す
。

知
事
は
、
大
戸
川
ダ
ム
の

洪
水
調
節
効
果
や
必
要
性
、

本
県
で
は
、
琵
琶
湖
西
岸

断
層
帯
が
存
在
し
、
県
を
挙

用語解説 ※２ 「４府県知事」････淀川水系河川整備計画に関係する三重県、滋賀県、京都府、大阪府の知事のことです。
※３ 「D案」････処分場の全周に遮水壁を設置して地下水汚染の拡大を防止したうえで、覆土（廃棄物飛散防止）、浸透水・地下水揚水井戸設置（汚染水の浄化）、廃棄物内自然換気（有害ガス防止）、

焼却炉焼却灰洗浄除去（焼却灰飛散防止）、有害物質の一部掘削除去（廃棄物安定化促進）といった方法により、廃棄物を原位置で浄化しようとする対策案です。

答

耐
震
化
の
水
準
は
全
国
的

に
見
て
も
決
し
て
見
劣
り
し

地
震
対
策

げ
て
強
力
に
地
震
防
災
対
策
に
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
地
震
に
対
す
る
県
内
の
学
校

や
住
宅
の
耐
震
化
は
ど
の
よ
う
な

問

知
事
み
ず
か
ら
地
元
７
自

治
会
に
出
向
き
、
今
後
の
対

策
工
に
つ
い
て
説
明
を
さ
れ
ま
し

た
が
、
県
の
推
奨
す
る
全
周
遮
水

壁
、
有
害
物
質
掘
削
除
去
等
の
い

わ
ゆ
る
Ｄ
案※

３

の
工
法
提
案
は
、
す

べ
て
の
自
治
会
で
受
け
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
ま
す
。

現
場
の
声
は
県
に
対
す
る
不
信
ば

か
り
で
、「
住
民
の
合
意
と
納
得
」

か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
と
考
え

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
住
民
説
明
会

を
一
巡
し
終
え
た
段
階
で
の
知
事

の
対
策
工
に
対
す
る
考
え
方
を
伺

い
ま
す
。

答

住
民
説
明
会
で
の
意
見
は
、

全
量
撤
去
の
声
が
大
半
で
あ

り
、
提
案
し
た
遮
水
壁
に
よ
る
原

位
置
浄
化
案
へ
の
理
解
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
問
題
へ
の
対
応
は
、
制
度

上
、全
量
撤
去
あ
り
き
で
は
な
く
、

生
活
環
境
上
の
支
障
と
そ
の
お
そ

れ
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
り
、
現

在
、
提
案
し
て
い
る
対
策
工
の
考

え
方
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
適
切

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
遮
水
壁
に
よ
る
原
位
置
浄

化
案
に
つ
い
て
、
住
民
の
皆
さ
ん

の
理
解
と
同
意
を
得
る
た
め
、
今

後
説
明
を
尽
く
し
、
協
力
関
係
を

構
築
す
る
中
で
、
理
解
を
得
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
せ
ん
が
、
今
後
早
期
の
耐
震
化

は
大
変
重
要
な
課
題
と
認
識
し
て

い
ま
す
。
地
震
防
災
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
計
画
期
間
内
の
目
標
の
達
成
に

向
け
、
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
な

推
進
方
策
を
検
討
し
、
ま
た
、
災

害
時
要
援
護
者
対
策
な
ど
の
地
域

社
会
に
お
け
る
人
の
つ
な
が
り
強

化
な
ど
、
新
た
な
課
題
に
つ
い
て

も
対
応
す
る
た
め
、
部
局
横
断
の

「
減
災
対
策
推
進
チ
ー
ム
」
を
既

に
設
置
し
、
検
討
を
始
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
本
県
の
初
動
体
制
は
、

震
度
５
で
災
害
警
戒
本
部
を
、
震

度
６
以
上
の
と
き
に
は
災
害
対
策

本
部
を
設
置
し
、
５
つ
の
緊
急
初

動
対
策
班
を
編
成
し
、
初
動
期
に

お
け
る
活
動
体
制
を
整
備
し
て
い

ま
す
。
自
然
災
害
を
は
じ
め
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
に
迅
速
か
つ

的
確
に
対
応
し
て
い
く
決
意
で
す
。

問

知
事
は
、ダ
ム
の
必
要
性
、

緊
急
性
、
経
済
性
そ
し
て
環

境
へ
の
影
響
等
、
十
分
な
説
明
を

聞
い
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
な
る
資
料
提
示
を
国
に
求
め
、

下
流
府
県
や
県
民
の
意
見
も
踏
ま

え
、
責
任
あ
る
判
断
を
し
て
い
く

と
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

現
時
点
で
知
事
の
意
見
を
出
す
の

は
尚
早
と
の
考
え
を
示
し
た
も
の

か
伺
い
ま
す
。

答

淀
川
水
系
河
川
整
備
計
画

案
で
は
、
大
戸
川
ダ
ム
に
つ

い
て
、「
洪
水
調
節
目
的
専
用
の

流
水
型
ダ
ム
と
し
て
、
事
業
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
の

指
導
・
助
言
を
得
て
、
自
然
環
境

へ
の
影
響
を
統
合
的
に
評
価
し
、

適
切
な
対
策
を
実
施
す
る
」
と
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

問

ア
ー
ル
・
デ
ィ
エ
ン
ジ
ニ
ア

リ
ン
グ
最
終
処
分
場
問
題

治
水
対
策

６
月
20
日
に
淀
川
水
系
河

川
整
備
計
画
案
が
国
土
交
通

省
近
畿
地
方
整
備
局
か
ら
提

示
さ
れ
、
河
川
法
に
基
づ
き

知
事
へ
の
意
見
照
会
が
あ
り

ま
し
た
。
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４
府
県
知
事※
２

の
意
見
聴
取
の
場

で
は
、
堤
防
強
化
費
用
や
事
業
に

関
わ
る
県
負
担
金
を
示
し
て
も
ら

う
こ
と
が
重
要
で
、
ダ
ム
建
設
に

関
わ
る
環
境
に
か
か
る
コ
ス
ト
も

含
め
説
明
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

今
後
こ
れ
ら
の
説
明
を
受
け
た
上

で
、
市
町
長
の
意
見
を
踏
ま
え
判

断
し
ま
す
。

６
月
定
例
会
質
問
一
覧
に
つ
い

て
は
、
県
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

意見書第８号 後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書案 可決

意見書第５号

意見書第６号

意見書第７号

議案番号 件　　名　　・　　要　　旨 結果

採　択　し　た　請　願
b障害者虐待防止法の早期制定を求める意見書の提出について

永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書案 継続

後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書案 否決

生活保護の通院移送費の削減通知の撤回と不正防止策を求める
意見書案 可決

意見書第９号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書案 可決

b生活保護通院交通費（移送費）を削減するとした平成20年４月１日付厚生労働省局長通知を撤回し、
不正給付等の防止策を講じること。

b高齢者が将来にわたって適切な負担で、安心して医療を受けることができるよう、国民との
十分な対話の機会を設け、共感を得られるよう、制度のあり方について見直しを行うこと。

b低所得者の負担軽減を図るため、保険料の軽減判定の仕組みについて、保険料の賦課方法と
整合がとれたものとすること。

b保険料の年金からの天引き制度など､保険料徴収の手法について見直しを行うこと｡
b後期高齢者を対象とした新たな診療報酬体系は、必要かつ十分な医療が確保できるよう配慮
すること。

b制度の見直しに伴い、新たに発生する財源は、国において確保すること。

b森林吸収源対策を着実に推進するため、環境税等税制上の措置を含め安定的な財源を確保す
るとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による森林経営
意欲の創出。

b緑の雇用対策など森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備等による効率
的、安定的な木材の供給対策の確保、さらには木材のバイオマス利用の促進などにより間伐
材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興。

b施業放棄地など民間による森林整備が困難な地域における国の関与のもとでの森林整備制度
の創設。

意見書第10号 地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書案 可決

b政府は、CO2削減を目指し、７月７日を「クールアース・デー」と宣言したが、さらにライ
トダウンなど実効性の伴う国民的運動を政府主導のもと創出し、その普及、促進に努めること。

bクールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること。
b「チーム・マイナス６％」などの国民参加型運動の一層の普及促進を図り、国民運動に対す
る協賛企業の拡大や、エコポイント制度の普及、促進に努めること。

bカーボンオフセット（温室効果ガスの相殺）については、関係者による協議体をつくり、その
信用性を高めること。

意見書第11号

議案番号 件　　名　　・　　要　　旨 結果

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の
期限延長等に関する意見書案 可決

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法は、平成25年３月31日限りで効
力を失う。
本県においては、大規模な不適正処分が判明し、対策工法を検討しているが、住民への説明
と意見聴取に日時を要する。なおかつ、財政的状況は極めて厳しく、今後新たに対応が求めら
れる事案の発生も懸念される。
よって、政府ならびに国会におかれては、特別措置法の期限を延長するとともに、十分な財
源を確保されるよう強く要望する。

意見書第12号 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書案 可決

b子宮頸がん予防ワクチンの安全性と効果を確認し、早期承認に向けた審査を進めること。
b女性の一生においてＨＰＶ感染の可能性が高いこと、また予防可能ながんであることにかん
がみて、予防ワクチンが承認された後は、その推進を図るために接種への助成を行うこと。

b日本におけるワクチンの開発、製造、接種のあり方に関して、世界の動向等も考慮し検討を
進め、必要な対応を行うこと。

意見書第13号 障害者虐待防止に関する法律の早期成立を求める意見書案 可決

b障害者への虐待は決して許されないという理念を明確にした、「障害者虐待防止法」を早期に制定
すること。

b法整備に当たっては、障害者を対象としたすべての虐待の禁止をうたい、その防止と救済に
関する国、地方公共団体等の責務を明確にするとともに、虐待を発見した場合の通報義務と
通報者の保護、虐待の事実に係る調査と被害者救済に関し必要な権限と人員を有する機関の
設置、虐待を受けた障害者の保護のための措置、障害者の福祉にかかわる関係者に対する研
修の義務づけなど、障害者虐待の実効ある防止と救済を図るために必要な規定を盛り込むこと。

決議第１号 2016年オリンピック競技大会およびパラリンピック競技大会の
日本招致に関する決議案 可決

オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大のスポーツ、文化の祭典であり、多く
の人々にスポーツのすばらしさを伝え、生きる力や大きな感動を与えることができる。
また、我が国の伝統や文化、先端技術、世界平和を希求する強い意志と数多くの問題を乗り
越えてきた姿を示すことは、世界の平和と発展に貢献するものである。
よって、滋賀県議会は、2016年の日本開催を心から希望するとともに、東京都の招致活動を
全面的に支援、協力するものである。

６月定例会で審議した意見書・決議

く
た
め
に
必
要
な
仕
組
み
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
ま
す
。

総合防災訓練

状
況
で
す
か
。
ま
た
、
４
月
か
ら

防
災
危
機
管
理
局
が
知
事
直
轄
組

織
と
な
り
ま
し
た
が
、
震
災
時
に

お
け
る
本
県
の
初
動
体
制
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
知
事

の
決
意
と
あ
わ
せ
て
伺
い
ま
す
。


